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令和４年４定 一般質問 開催状況
開催年月日 令和４年１２月６日

質 問 者 日本共産党 真下 紀子 議員

担 当 部 課 総合政策部政策局参事

総合政策部知事室秘書課

総合政策部知事室道政相談センター

総務部教育・法人局学事課

総務部総務課

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

二 統一協会及び関連団体との関係等について

（一）統一協会の反社会性等に関する認識について 【知事】

統一協会は、高額献金や霊感商法だけではなく、いく いわゆる旧統一教会についてでありますが、現在、国

つもの判決によって、その伝道行為が違法だと確定して においては、世界平和統一家庭連合や信者等の行為

います。宗教法人の認定取消を求める世論が高まってい に関する不法行為責任を認めた判決が多数あることな

ますが、知事及び教育長に、統一協会の反社会性に関 どを根拠とし、法令に違反し、著しく公共の福祉を害す

する認識をお示し願います。 ると明らかに認められる行為をした疑いがあると判断し

たことなどから、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権

を行使しているところであり、こうした国の対応により、具

体的な証拠や資料を伴う客観的な事実を明らかにして

いくことが重要と考えております。

（二）統一協会による道行政、道教育行政への関与、

政策への関与について 【知事】

韓国の宗教団体である統一協会が、日本の政治家や 旧統一教会への対応等についてでありますが、道と

行政、施策に関与することは重大問題であり、岸田首相 しては、地方公共団体の運営等について定める地方自

も関係を絶つと言わざるを得ない状況です。知事及び教 治法や、道政運営全般にわたる基本理念及び原則を

育長は、統一協会による道行政、道教育行政への関与、 定める北海道行政基本条例など、関連法令の趣旨を踏

政策への関与はあってはならないと表明すべきではあり まえ、公正の確保と透明性の向上を図ることによる道民

ませんか、お答えください。 の権利利益の保護等を理念として、道政運営を行って

おり、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の

奉仕者ではないとの認識の下、適切に行政を執行して

まいります。

また、現在、世界平和統一家庭連合については、国

が、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権を行使して

いるところであり、こうした状況も注視して、対応してまい

ります。

【再質問】 【知事】

これまで確認したのは一部の部局で、私どもの改めて 旧統一教会への対応等についてでありますが、現

の資料要求で二人の副知事の関与が明らかとなりまし 在、国において、世界平和統一家庭連合が、法令に違

た。必要に応じて適切に対応すると答えた知事は、統一 反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる

協会との関連を隠し立てしないというのであれば、全庁 行為をした疑いがあると判断したことなどから、宗教法

調査を行い、統一協会及び関連団体との関与は、そして 人法に基づく報告徴収・質問権を行使しているところで

関係はもうこれ以上はない、今後一切関係を持たないと あり、道としては、こうした状況も注視しながら、今後と

明言し、実効ある対策を取るべきではありませんか、見解 も、地方自治法など関連法令の趣旨を踏まえ、公正の

を伺います。 確保を図り、道民の権利利益を保護することなどを理念

として、道政を運営してまいります。
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質 問 要 旨 答 弁 要 旨

【再々質問】 【知事】

統一協会から家族を取り戻した方から先日お話を伺い 旧統一教会への対応等についてでありますが、道と

ました。で、最後にこう言われたんです。何がつらかった しては、これまで、旧統一教会やその関係団体に対し、

といって、私の家族が他人様の子供を洗脳していること イベント参加やメッセージ送付、名義後援などの対応は

が何よりつらかった、家もお金も命を捨てても助け出さな 行っておりません。

ければならないと決死の覚悟だったと述べたうえで、政 また、社会的に問題が指摘される団体との関係につ

治家や行政が統一協会の広告塔となり、洗脳される犠牲 いては、道民の皆様に誤解を招くことのないよう、十分

者を増やすことがあってはならないと言い付かってきまし 注意をし、行事への出席や後援名義の承諾などについ

た。知事にしっかりとお伝えしましたけれども、知事は、統 て、適切に対応するよう、各部局長に対し、注意喚起を

一協会についてですね、働きかけがない面談は容認をし 行っております。

ていると。それから、統一協会の関係を絶つとは明言しな 今後とも、地方自治法など関連法令の趣旨を踏ま

い、これでは分かりません知事の対応が。知事として、ま え、公正の確保を図り、道民の権利利益を保護すること

た、道庁として、統一協会と今後関与を続けるのかしない などを理念として、適切に道政を運営してまいります。

のか、明確にお答えください。

【特別発言】

知事は、あくまで、働きかけのない面談は行わないとは

おっしゃいませんでした。これには驚きました。まず、ご自

身が被害の深刻さをよく情報を得て、認識を深めるよう、

このことについては強く求めておきます。

（三）統一協会及び関連団体との関係の 【総務部長兼北方領土対策本部長】

公表について 旧統一教会への対応等についてでありますが、第三

９月２８日の本会議で総務部長は、私どもの統一協会 回定例会においては、当該団体とその関係団体に関

及び関連団体との関係に関する資料要求に「確認できな し、日本共産党道議会議員団から、調査の対象とされ

かった」と答えました。その後の資料要求でやっと、副知 た部における会費納入やイベント参加、メッセージ送

事二人が、２０２０年・２１年と２年連続で、統一協会との関 付、名義後援、道有施設の貸し出しなど、道としての対

与を認めた自民党道議同席のもと、統一協会の関連団 応や、団体からの働きかけの有無について、ご質問い

体であるピースロード・ジャパンの実行委員長等と面談し ただいたところでございます。

ていたと認めました。副知事二人は、なぜ自ら、関与を申 道としては、当該面談においては、団体側から、活動

し出なかったのか。隠し立てする必要があったのか、うか 内容の紹介があったものの、イベント参加、メッセージ送

がいます。 付、後援名義使用許可など、道に対応を求める具体的

な働きかけはなく、また、面談を受けて、道として特段の

対応も行っていなかったため、ご質問には、該当するも

のがない旨、お答えしたところでございます。

【再質問】

教育庁は認識を示しましたが、知事自身は認識を示 【知事】

す答弁を避けました。統一協会及び関連団体との関係 旧統一教会の関係団体との面談ついてであります

について、発覚事実だけは認め、全庁調査を拒否する が、当該面談においては、団体から道に対してイベント

のは岸田政権と酷似しています。 参加やメッセージ送付などの、対応を求める具体的な

道は、関連団体と副知事の面談は、「問題ない、だか 働きかけはなく、また面談を受けて、道として特段の対

ら答えなかった」との答弁でしたけれども、道庁は働きか 応も行っておらず、こうした状況を踏まえ、道としては、

けのない面談は容認するのですか。聞かれるまで道民に 面談の有無などの問い合わせに対しては、事実関係を

は知らせないのですか、お伺いします。きっちり答えてく ご説明をしてきたところでございます。

ださい。 現在、旧統一教会については、国が宗教法人法に

基づく報告聴取・質問権を行使しているところでありま

すが、こうした状況を注視しながら、適切に対応してま

いります。
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質 問 要 旨 答 弁 要 旨

【再質問】 【知事】

知事は統一協会との関係を尋ねる共同通信のアンケ 旧統一教会への対応についてでありますが、共同通

ートにないと答えておりましたが、面談については、ない 信のアンケートについては、私自身が旧統一教会にお

の範疇なのか。どういう基準でないと答えたのか具体的 ける行事や会合への出席の有無や寄附の有無などに

にお聞きします。 ついて尋ねられたものであり、それについては、該当な

いと回答したものであります。

加えて、私は当該団体の方々との面談をしておりま

せん。

二 統一協会及び関連団体との関係等について

（五）被害者救済について 【総合政策部長】

岸田政権の下で、宗教2世など、被害者救済法案が審 道の相談窓口についてでございますが、道では、道

議をされております。マインドコントロール下での違法な 政に関する様々なご相談やご意見などについて、一元

献金は禁止すべきであり、統一協会による違法な伝道・ 的な相談窓口として、道政相談センターを設置してお

布教と高額献金、霊感商法、集団結婚等に関し、幅広く り、こうした中、道政相談センターには、本年７月以降、

被害相談を受けられるよう、道としての取り組みを求めま 旧統一教会に関するご意見やご相談が１１件寄せられ

すが、どう対応するのか伺います。 ているところでございます。

道といたしましては、旧統一教会をめぐる関心の高ま

りを踏まえ、道政相談センターが霊感商法を含め、道民

の皆様の身近な相談窓口としての役割を担う旨、ホー

ムページ等により周知を行ったところであり、相談対応

におきましても、消費者トラブルをはじめ、様々なお困り

事に関し、庁内はもとより、庁外の関係機関とも、より一

層連携を図りながら対応を行うなど、今後とも、道民の

皆様が相談しやすい環境づくりを進めてまいります。


